
＜畜産業振興事業＞
食肉等流通合理化総合対策事業のうち

緊急時集出荷・処理円滑化推進

○ 鳥インフルエンザの発生地域において、食鳥処理場の操業を確保するため、移動制限区域外で
処理された中抜きと体を、移動制限区域内の食鳥処理場に搬入し、解体する場合、奨励金を25円
/羽以内で交付。
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